
１０ 保険年金課 

 

（１）健康保険組合の規約変更の認可等 

① 概要 

健康保険制度は、相互扶助の精神のもとに、疾病・負傷若しくは死亡又は出産に関

して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制

度です。 

健康保険組合は、国の認可を受けて単独の企業や同業種の複数の企業が共同で設立

し、国に代わって健康保険事業を運営する公法人です。 

保険年金課では、健康保険組合に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等の受

理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明などの業

務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する健康保険組合数（平成２９年３月末現在） 

３４組合 

（内訳）単一 ･･････････････････････････････････････････  ２７組合 

連合 ･･････････････････････････････････････････    ０組合 

総合 ･･････････････････････････････････････････    ７組合 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区   分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可  

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由  

公法人証明 

・印鑑証明 

２８年度 ４４  １１１  １７９  ２４  

 

（２）健康保険組合の実地指導監査等  

① 概要 

実地指導監査にあたっては、「平成２８年度における健康保険組合に対する実地指

導監査について」（平成２８年５月１８日付保険局保険課長通知）により、健康保険

組合の事業運営が法令・通知・組合規約・組合規程に基づき適正なものとなっている

ことの確認を基本とし、前回監査から相当期間が経過している組合に対して実施しま

した。 

 

② 実績 

・実地指導監査 ･･････････････････････････････････････････  ７組合 

・実地指導監査の結果、組合会における代理出席・委任の取扱いの適正化や会計事務

規程・会計帳簿について、本省通知等に基づき整備することなどを指導しました。 

 



（３）全国健康保険協会支部の実地監査  

① 概要 

実地監査にあたっては、「全国健康保険協会支部の報告の徴収及び立入検査につい

て」（平成２８年５月１１日付保険局保険課長通知）により、定期立入検査を実施し

ました。 

 

② 実績 

・立入検査 ･･････････････････････････････････････････････  １支部 

・立入検査の結果、引き続き、適正な事業運営に努めるよう指導しました。 

 

（４）厚生年金基金の規約変更の認可等 

① 概要 

厚生年金基金は、企業の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別の法

人格を持った公法人である厚生年金基金を設立し、国の老齢厚生年金の一部を代行す

るとともに、独自の上乗せ給付を併せて支給することにより、加入員の老後における

生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度ですが、平成２６年の法律

改正により、財政基準を充たさない厚生年金基金は、解散を命じられることとなった

ことから、大半の厚生年金基金が解散に向けた清算事務を進めています。 

保険年金課では、これらの清算事務に係るものを中心に、厚生年金基金から提出さ

れた規約変更認可申請書、規約変更届出書等の受理及び認可、厚生労働大臣への提出

書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明などの業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する厚生年金基金数（平成２９年３月末現在） 

５基金 

（内訳）単独 ･･････････････････････････････････････････  ０基金 

連合 ･･････････････････････････････････････････  ０基金 

総合 ･･････････････････････････････････････････  ５基金 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区   分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可  

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由  

公法人証明 

・印鑑証明 

２８年度 １３  ８３  ２２９  ４３  

 

（５）厚生年金基金の実地監査等 

① 概要 

実地監査にあたっては、「厚生年金基金及び確定給付企業年金の監査等について」

（平成２８年１０月１日付年金局企業年金国民年金基金課長通知）により、財産目録

の承認申請書を提出した解散基金を対象として実施しました。 



 

② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････    ７基金 

・実地監査の結果、基金の精算に係る事務が適正に実施されていることが確認された

ので、引き続き、受給者や加入者への分配業務等適正に実施するよう指導しました。 

 

（６）国民年金基金の規約変更の認可等  

① 概要 

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受け都道府県毎や業種別に公法人である国

民年金基金を設立（地域型又は職能型）し、自営業者等の方々に老齢基礎年金に上乗

せ給付を支給する制度です。 

保険年金課では、国民年金基金に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等の受

理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由などの業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する国民年金基金数（平成２９年３月末現在） 

５基金（地域型） 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区   分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可  

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由  

公法人証明 

・印鑑証明 

２８年度 ２  ２８  ２６  １６  

 

（７）国民年金基金の実地監査等 

① 概要 

実地監査にあたっては、「厚生年金基金及び国民年金基金の実地監査について」（平

成１６年４月１９日付年金局企業年金国民年金課長及び運用指導課長通知）により、

前回監査から相当期間が経過している基金に対して実施しました。 

 

② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････    １基金 

・実地監査の結果、物品管理簿が作成されていなかったことから、経理事務の適性化

の観点から作成することなどを指導しました。 

 

（８）確定給付企業年金の規約承認等  

① 概要 

確定給付企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主と信託会社・生命保険

会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う「規約

型」と、母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立した上で、企業年金基



金において年金資産を管理運用し年金給付を行う「基金型」がある制度です。 

保険年金課では、企業年金基金及び事業主からの規約認可・承認申請書、規約変更

認可・承認申請書及び規約変更届出書等の受理、承認及び認可、厚生労働大臣への提

出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明等の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する確定給付企業年金事業所等数（平成２９年３月末現在） 

６９６事業所等 

※平成２８年度新規承認（認可）【参考】･････････････････   １５事業所 

平成２８年度規約の終了 ･････････････････････････････   ２２事業所 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区   分 

規約変更承認

申請書等の承

認  

規約変更届出 

書の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由  

公法人証明 

・印鑑証明 

２８年度 ７６  ２２３  ５２１  ４２  

 

（９）確定給付企業年金の監査等 

① 概要 

監査（書面・実地）にあたっては、「厚生年金基金及び確定給付企業年金の監査等

について」（平成２８年１０月１日付年金局企業年金国民年金基金課長通知）により、

企業年金の実施から概ね３年を経過している事業主に対して書面監査を、設立から１

年以上経過し、過去３年以内に実地監査を実施していない総合型基金に対して実地監

査を実施しました。 

 

② 実績 

・書面監査 ･････････････････････････････････････････････   ８０事業主 

１基金 

・書面監査の結果、資格喪失者への移換に関する説明や事業概況の加入者等への周知

の未実施等の事業主に対して、適切な実施を、個人情報保護責任者を設置していな

い事業主に対してその設置などを指導しました。 

・実地監査 ･････････････････････････････････････････････    １基金 

・実地監査の結果、引き続き適正な事業運営に努めるよう指導しました。 

 

（10）確定拠出年金の規約承認等 

① 概要 

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任において運用の

指図を行い、高齢期において、その結果に基づいた給付を受ける制度で、厚生年金保

険の適用事業所の事業主が単独又は共同して実施する「企業型」と、国民年金基金連

合会が実施する「個人型」があります。 



保険年金課では、企業型に係る中国管内の事業主からの規約承認申請書、規約変更

承認申請書及び規約変更届出書等の受理及び承認の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する確定拠出年金事業所数（平成２９年３月末現在） 

１７７事業所 

※平成２８年度新規承認【参考】･･････････････････････････ １６事業所 

平成２８年度規約の終了 ･･････････････････････････････  ２事業所 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区   分 

規約承認申 

請書の承認 

規約変更承認 

申請書等の承 

認  

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由  

２８年度 １６  ６１  ４７  １５４  

 

 


